
（１）教育長報告

年月日 曜 時刻 行事名 場所

23/02/20 月 14:00 教育委員会定例会 都南分庁舎　教育委員会室

18:00 生出小閉校に係る地域説明会 生出小学校

23/02/21 火 【市議会】招集初日 本庁舎　議場

23/02/22 水

23/02/23 木

23/02/24 金 14:00 教育委員会臨時会 都南分庁舎　教育委員会室

23/02/25 土

23/02/26 日 10:00 もりおか郷土芸能フェスティバル 盛岡劇場

23/02/27 月

23/02/28 火 10:00 【市議会】代表質問 本庁舎　議場

23/03/01 水 10:00 市議会】代表質問・一般質問 本庁舎　議場

23/03/02 木

23/03/03 金 10:00 【市議会】一般質問 本庁舎　議場

12:10 市内小・中学校臨時校長会議 おでって

19:00
盛岡市中学校長会「感謝と惜別の宴」 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウ

イング

23/03/04 土

23/03/05 日

23/03/06 月 10:00 【市議会】一般質問 本庁舎　議場

23/03/07 火 10:00 【市議会】一般質問 本庁舎　議場

本会議
終了後

【市議会】全員協議会 本庁舎　委員会室

23/03/08 水

23/03/09 木 10:00 【市議会】議案質疑 本庁舎　議場

23/03/10 金 10:00 【市議会】総務・教育福祉常任委員会 本庁舎　委員会室

23/03/11 土

23/03/12 日

23/03/13 月

23/03/14 火 10:00 【市議会】本会議 本庁舎　議場

23/03/15 水 10:00 【市議会】予算審査特別委員会（歳入） 本庁舎　委員会室

23/03/16 木 8:30 教育委員会臨時会 都南分庁舎　教育委員会室

14:00 【市議会】予算審査特別委員会（教育福祉） 本庁舎　委員会室

23/03/17 金 16:00 第６回調整会議 サンセール盛岡

23/03/18 土

23/03/19 日

23/03/20 月 17:00 【市議会】予算審査特別委員会（表決） 本庁舎　委員会室

23/03/21 火

23/03/22 水 14:00 【市議会】教育福祉常任委員会 本庁舎　委員会室

23/03/23 木 15:00 「いわて盛岡ボールパーク」施設内覧会 いわて盛岡ボールパーク

23/03/24 金



年月日 曜 時刻 行事名 場所

23/03/25 土

23/03/26 日

23/03/27 月 10:00 【市議会】全員協議会 本庁舎　委員会室

13:00 【市議会】定例会最終日 本庁舎　議場

23/03/28 火 10:00 盛岡市学校給食センター開所式 盛岡市学校給食センター

15:40 盛岡教育事務所転出者挨拶来訪 都南分庁舎　教育長室

23/03/29 水 14:00 教育委員会定例会 都南分庁舎　教育委員会室



（２）令和５年３月市議会定例会の概要について

月日 答弁者
担当課

（関係課）

2月28日 ＜代表質問＞

(火)
1 櫻　裕子 【教育長挨拶について】

（盛友会）

教育長
・卒業式や入学式のシーズとなるが、マスク着用について、当市は
どのようの方針で進めていくのかを示せ。

学校教育課

教育長

・スポーツ庁の体力テストの結果、肥満傾向児、スマートフォンや
ゲーム機などの画面を視聴する時間、睡眠時間、近視の児童生徒の
割合について盛岡市の子ども達の現状と、この３年間でコロナ禍が
子供たちに及ぼした影響をどのようにとらえているか示せ。

学校教育課

教育長
・改善に向けて県全体で取り組んでいる「60（ロクマル）プラスプ
ロジェクト」の詳細について示せ。

学校教育課

教育長
・地域移行の体制整備が困難とする自治体が多い中、当市の状況に
ついて示せ。

学校教育課

教育長
・具体的にどのような環境が望ましいと考え進めていく予定か、所
見を示せ。

学校教育課

教育長
・中学校総合体育大会への参加資格を地域スポーツクラブなどに拡
大する県も増えている中、岩手県の方針について、示せ。

学校教育課

教育長
・令和５年度のタブレット活用を推進し、個別最適な学びを通じた
学力向上について、具体的な取組内容を示せ。

学校教育課

教育長
・不登校対応も変革期の時を迎えているのではなかと感じるが、所
見を示せ。

学校教育課

教育長 ・本市の不登校の現状、近年の傾向などについて特徴を示せ。 学校教育課

教育長
・教職員の多忙化が進んでいる中、令和５年度はどのような体制で
取り組むか、また人員配置の拡充はあるか示せ。

学校教育課

教育長 ・相談員やスクールカウンセラーと学校の関係について示せ。 学校教育課

教育長
・スクールカウンセラーの勤務状況はどのようになっているのか示
せ。

学校教育課

教育長
・スクールカウンセラーを有効に活用する体制の確立が求められて
いると思うが、所見を示せ。

学校教育課

教育長
・市内でフリースクールを運営する団体はどれくらいあるのか。ま
た、運営費などの公的補助の考えはあるのか示せ。

学校教育課

教育長
・現在市内の小中学校における食物アレルギー対応委員会の設置状
況について伺う。

学務教職員課

教育長
・配食対象校の委員会と盛岡市学校給食センターとの連携について
伺う。

学務教職員課

教育長 ・公会計化導入開始までのスケジュールについて伺う。 学務教職員課

17　不登校対策

質問議員
（会派）

質問要旨

14　コロナ５類による教育現場の対応

15　部活動の地域移行課題と展望

16　ICT教育

18　学校給食アレルギー対応と公会計化



月日 答弁者
担当課

（関係課）
質問議員
（会派）

質問要旨

教育長

・「盛岡市郷土伝統芸能の継承発展及び担い手育成に関する条例」
の趣旨を踏まえ、小中学校における伝統芸能活動の活性化を促し、
各地域の郷土伝統芸能の伝承を一層図っていただきたいと思うが、
所見を示せ。

学校教育課

教育長
・上田公民館で開催された「地域と中学生の対話集会」に出席して
の所見を示せ。

生涯学習課

2 中村　亨 【教育長挨拶について】

（市政クラブ） 教育長
・卒業式や入学式などのマスク着用について、市教育委員会として
どのように対応するか示せ。

学校教育課

教育長
・発達障害の児童生徒に関して、盛岡市のインクルーシブ教育の方
針と教育活動について示せ。

学校教育課

教育長 ・いじめ行為で警察に相談が必要と判断する基準について示せ。 学校教育課

教育長 ・これまで警察に相談した悪質ないじめ等の事例について示せ。 学校教育課

教育長 ・文部科学省通知を踏まえた、今後の取組について示せ。 学校教育課

教育長 ・スマートフォン以外の情報機器利用対策について示せ。 学校教育課

教育長 ・メタバースに関して、今後どう教育をしていくのか示せ。 学校教育課

教育長 ・学校給食を通じた食育の実施について伺う。 学務教職員課

教育長 ・県内初となる夜間中学校の開設への見解を示せ。
学務教職員課
生涯学習課

教育長
・盛岡市立図書館、社会教育施設を夜間中学校として活用すること
への見解を示せ。

学務教職員課
生涯学習課

3月2日 3 豊村徹也 【市長挨拶について】

(木)
（創盛会） 市長

・PFI方式を採用した場合の金利上昇リスクの分担はどうしている
か。

学務教職員課

【教育長挨拶について】

教育長
・ICTの活用が教育現場に及ばす負の影響をどのように認識してい
るのか。

学校教育課

教育長 ・負の影響にいかに対応を講じるべきなのか、所見を示せ。 学校教育課

教育長
・学校給食センターの今後の整備に関し、時期と候補地について伺
う。

学務教職員課

教育長
・次に建設する給食センターの災害時を想定した設備に関する所見
を伺う。

学務教職員課

【市長挨拶・教育長挨拶について】

教育長
・コロナ５類変更やマスク着用の基準見直し、今後のコロナワクチ
ンの接種方針をどのように受け止め対応するのか。

学校教育課

教育長
・コロナワクチンが原因と疑われる健康被害や体調不良の実態等の
全容解明のための調査や対応強化を国や県へ働きかけるなど、市と
して対策に取り組むべきではないか。

学校教育課

教育長
・子供たちのマスク着用によるリスク・ベネフィットをどう評価す
るのか。

学校教育課

19　郷土芸能の継承

まとめ



月日 答弁者
担当課

（関係課）
質問議員
（会派）

質問要旨

4 池野直友 【教育長挨拶について】

（公明党） 教育長
・「対話的で深い学び」とは、具体的にどのような学びになるのか
示せ。

学校教育課

教育長
・人間性を育むために、どのような「体験活動」が大事と考えてい
るか示せ。

学校教育課

教育長 ・現在の盛岡市の不登校の現状について示せ。 学校教育課

教育長 ・寄り添った支援の状況について示せ。 学校教育課

教育長 ・先人教育にかける思いを示せ。 学校教育課

教育長
・新たな給食センターを整備する際、児童生徒たちが「給食を作る
体験も可能な」施設にすることは可能か伺う。

学務教職員課

教育長
・子どもと「向き合う時間の確保」のため、何に一番力を入れなけ
ればならないのか。

学務教職員課

教育長
・未来の「教職員人材確保」の取組として、力を入れたい事は何
か。その考えと決意を示せ。

学務教職員課

3月2日 ＜一括質問＞

(木)
1 長岡利明

（盛友会） 教育長
・本宮小学校の実践発表の取組と総合的な学習の取組についての見
解を示せ。

学校教育課

教育長
・教育振興運動第12次５か年計画とコミュニティ・スクール制度の
関係を示せ。

学校教育課

教育長 ・令和7年度以降の教育振興運動の計画を示せ。 学校教育課

教育部長
・平成30年3月議会で採択された請願の重さをどのように捉えてい
るか示せ。

生涯学習課

教育部長 ・（仮称）南部公民館の今後の計画について示せ。 生涯学習課

2 髙橋和夫 【性感染症の現状と対策について】

（共産党） 教育長 ・小・中学校での性教育はどのように行われているか示せ。 学校教育課

教育長 ・学習時間を示せ。 学校教育課

3月3日 3 大石仁雄

(金)
（盛友会）

教育部長 　・キャッシュレス決済の普及についての見解を示せ。 歴史文化課

教育長
・このニューヨーク・タイムズの記事について、学校現場での教育
にどう反映させているのか、このトピックスをどのように伝えてい
るのか、現状を示せ。

学校教育課

教育部長
・52の旅行先として紹介された国々にちなんだ給食の提供を実施す
る取組についての考えを伺う。

学務教職員課

市長
・いままさに、クローズアップすべき先人であると捉えているが、
このことについて所見を示せ。

学校教育課

【（仮称）南部公民館の建設について】

（1）今なぜ新渡戸稲造なのか

【小学校の教育振興運動と総合的な学習の取組について】

【ニューヨークタイムズの記事を受けての対応について】

（1）取り組むべき課題

【新渡戸稲造をメインテーマとした活性化策の展開について】



月日 答弁者
担当課

（関係課）
質問議員
（会派）

質問要旨

教育部長
・新渡戸稲造の生誕160年、没後90年に関連した行事について示
せ。

歴史文化課

教育長 ・盛岡の小中学校の修学旅行先は、どのような先が多いのか示せ。 学校教育課

教育長
・旅行先の選択においては、どのような点に着目し、どのような教
育目的をもって行き先を選択しているのか状況を示せ。

学校教育課

教育長
・最近、修学旅行先を変更した事例があれば、変更先やきっかけ、
教育目的は何かなどの状況を示せ。

学校教育課

教育長

・例えば、盛岡が、研究者およびその家族の生活、学び、憩い、医
療などの基盤になり得ることにより、学校教育における国際感覚醸
成、外国語教育の深化にも直結する、などといった点も意識しなが
ら、ILC誘致が盛岡市民にとってどのような効果があるのか、所見
を示せ。

学校教育課

4 後藤百合子

（無所属）

5 太田隆司

（公明党） 教育部長
・花王グループと連携を希望する事業として、教育委員会は「市民
の社会教育推進に向けた啓発講座事業」を掲げているが、事業概要
及び実施時期について伺う。

生涯学習課

6 竹花せい子

（市政クラブ）

教育長
・教職員の勤務実態の把握についての現状認識と、現状を見てどの
ように改善していくべきかを示せ。

学務教職員課

教育長 ・教職員の欠員の最新状況と対策について示せ。 学務教職員課

3月6日 7 鈴木努

(月)
（共産党） 教育部長 ・令和５年度に給食費の値上げを予定している学校について伺う。 学務教職員課

市長
・家計への給食費負担増への対策として、補助事業を継続実施する
べきと思うが、所見を伺う。

学務教職員課

市長
・保育所や学童保育クラブ等に対する副食費やおやつ代の補助の継
続した実施を求めるが、いかがか伺う。

子ども青少年課・子
育てあんしん課

教育部長

・原材料費が高騰している中で、児童・生徒の学級・学年活
動に要する消耗品費や教材費については、保護者の負担に影
響が出ていないものか、実態を把握し、対策をとる必要があ
ると思うが、所見を示せ。

学校教育課

8 鈴木一夫

（市政クラブ）

教育長 ・保護者と学校現場の意思疎通の課題について示せ。 学校教育課

【教育について】

【学校現場における働き方改革の状況について】

（1）教職員の勤務実態把握

（2）教育旅行へのアプローチ

（1）コロナ禍の影響

（2）教職員の欠員への対策

【物価高騰対策について】

【該当なし】

【包括連携協定について】

【ILC誘致活動の強化について】

（1）ILC誘致による効果の再検証



月日 答弁者
担当課

（関係課）
質問議員
（会派）

質問要旨

教育長
・対外試合の自粛からくる競技力の低下や体力テストの現状など児
童生徒の体力面と精神面において、どのような課題があるのかにつ
いて示せ。

学校教育課

教育部長
・仮称「盛岡市民俗資料収集・展示・保管計画」を定め、組織的・
計画的に資料収集してはどうか。

歴史文化課

9 兼平孝信

（盛友会）

教育長
・自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務となるが、自転車保
険加入と併せて、通勤通学に利用している職員、中学生、高校生へ
の周知、対応について示せ。

学校教育課

教育長
・市内でも発生した脅迫メール事案に対し、関係当局はどのような
対応をしたのか示せ。

学校教育課

教育長 ・令和４年度内の発生状況を示せ。 学校教育課

10 三田村亜美子

（共産党） 教育長
・性産業に取り込まれる状況、情報を子どもたちが知る機会、考え
る機会についての所見を示せ。

学校教育課

教育長
・スクールソーシャルワーカーのニーズと人員の充足につていの認
識を示せ。

学校教育課

教育長 ・スクールソーシャルワーカーの取組とその効果について示せ。 学校教育課

教育長
・市としてスクールソーシャルワーカーを配置する必要性の認識を
示せ。

学校教育課

教育長
・家庭でスクールソーシャルワーカーの支援を必要とした場合は、
どこを窓口に相談し、どのように対応するのかを示せ。

学校教育課

3月7日 11 庄子春治

(火)
（共産党） 教育部長

・出身家庭の経済格差が子どもの教育格差につながらないための対
策の課題は何か、教育長の所見を伺う。またそのための市の取り組
みについて伺う。

学務教職員課

教育長 ・盛岡市のいじめ・不登校のここ数年の変化と要因について示せ。 学校教育課

教育長
・第三者委員会の調査したいじめの案件から何を教訓にしているの
かを示せ。

学校教育課

教育部長 ・子ども一人一人に寄り添うための指導の改善について示せ。 学務教職員課

教育部長 ・小人数学級の推進について示せ。 学務教職員課

教育部長
・市内小中学校の学級児童生徒数の実態を示せ。平均、最大、最小
の児童生徒数はどうか。

学務教職員課

教育長
・学校における水平的画一化の弊害や校則の見直しの必要性につい
ての見解を示せ。

学校教育課

教育長
・不適切な指導の再発を起こさない対策についての取り組みを示
せ。

学務教職員課

教育長 ・子供の学ぶ権利を保障する市の公的な支援を示せ。 学校教育課

【歩行者や自転車の安全について】

（2）自転車道の整備

（1）最近の犯罪状況

【性暴力・性被害の防止について】

【スクールソーシャルワーカーについて】

【防犯について】

【子供の人権を尊重する教育について】

（1）社会教育施設



月日 答弁者
担当課

（関係課）
質問議員
（会派）

質問要旨

12 浅沼克人

（盛友会）

教育長
・小中学校における外国籍児童生徒の人数と不就学の人数、更に授
業サポートや日本語学習支援の状況はどのようになっているのか、
示せ。

学校教育課

教育長
・盛岡市・アーラム大学教育交流50周年の成果と課題、及びALT招
聘の拡充に向けてはどのように考えているか、所見を示せ。

学校教育課

教育長

・未就学児から小中高校生まで市独自の外国語教育の拡充によりグ
ローバル人材の育成を図るべきと考えるが、盛岡市が目指す姿はど
こにあり課題をどのようにとらえどのように改善を図るか、所見を
示せ。

学校教育課

＜一問一答＞

1 村田芳三

（盛友会）

教育長
・スポーツ庁は、中学校の休日の運動部活動の地域移行について、
令和５年度から取り組むこととする方針を打ち出しているが、いつ
までに、どのように進める予定なのか。

学校教育課

教育長
・費用の負担が大きな課題であると認識していると答弁されている
が、教師の時間外手当の分との比較ではどうか。

学校教育課

教育長
・少子化によって一つの学校内でクラブ活動が出来なくなっている
現状をどう解決するか。

学校教育課

教育長 ・学校対抗戦などはなくなるのか。 学校教育課

教育長 ・母校に対する生徒の感覚はどう変化していくのか。 学校教育課

2 伊達康子

（公明党）

教育長
・市内の小中学校における周知の現状と課題、今後の対応について
示せ。

学校教育課

3 野中靖志

（市政クラブ）

4 中野孝之助

（盛友会）

教育部長 ・条例の内容をどのように捉えているか。 歴史文化課

教育部長
・団体から要望が出ているか。要望がある場合、どのような内容
か。

歴史文化課

教育部長 ・令和５年度予算の対応方針を示せ。 歴史文化課

教育部長 ・課題をどう整理し、解決策を検討しているか。 歴史文化課

（1）条例の内容の尊重

【該当なし】

（4）危機感の共有

【盛岡市郷土伝統芸能の継承発展及び担い手育成に関する条例につい
て】

（2）対象者への周知方法

（2）郷土伝統芸能の諸団体からの要望内容

（3）令和５年度予算への対応方針

【多文化共生の推進について】

【盛岡市スポーツ推進計画について】

（2）地域型スポーツクラブとの連携について

【HPVワクチンについて】

（3）日本語学習支援と外国語教育



（３）専決処分の報告について 

 

１ 報告の趣旨 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により専決処分したものについて、

同条第２項の規定により３月市議会定例会に報告事項として提出したので、報告するものである。 

 

２ 専決処分の内容 

下記の工事について、契約金額を専決処分により変更したものである。 

   (1) 盛岡市立仁王小学校校舎大規模改修（建築主体）工事（報告第 18号） 

   (2) 盛岡市立見前小学校校舎大規模改修（建築主体）工事（報告第 19号） 

   (3) 盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修（電気設備）工事（報告第 23号） 

   (4) 盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修（機械設備）工事（報告第 24号） 

 

３ 報告書 

  別紙のとおり 



 

報告第 18 号 

専決処分の報告について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180条第１項の規定により次のとおり専決処分したから、

同条第２項の規定により報告する。 

令和５年２月21日提出 

 盛岡市長 谷 藤 裕 明 

 

専決処分書 

下記工事の一部設計変更に伴う契約の変更について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180

条第１項及び盛岡市長専決条例（昭和23年条例第42号）第２条第８号の規定により、専決処分する。 

工   事   件   名 変  更  内  容 専決処分年月日 

盛岡市立仁王小学校校舎大規模改修（建築

主体）工事 

契約金額「 896,465,900円」 

「 895,118,400円」に改める。 
令和５年１月31日 

 

 



 

報告第 19 号 

専決処分の報告について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180条第１項の規定により次のとおり専決処分したから、

同条第２項の規定により報告する。 

令和５年２月21日提出 

 盛岡市長 谷 藤 裕 明 

 

専決処分書 

下記工事の一部設計変更に伴う契約の変更について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180

条第１項及び盛岡市長専決条例（昭和23年条例第42号）第２条第８号の規定により、専決処分する。 

工   事   件   名 変  更  内  容 専決処分年月日 

盛岡市立見前小学校校舎大規模改修（建築

主体）工事 

契約金額「 340,890,000円」を

「 345,484,700円」に改める。 
令和５年１月31日 

 

 



 

報告第 23 号 

専決処分の報告について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180条第１項の規定により次のとおり専決処分したから、

同条第２項の規定により報告する。 

令和５年２月21日提出 

 盛岡市長 谷 藤 裕 明 

 

専決処分書 

下記工事の一部設計変更に伴う契約の変更について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180

条第１項及び盛岡市長専決条例（昭和23年条例第42号）第２条第８号の規定により、専決処分する。 

工   事   件   名 変更内容 専決処分年月日 

盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修（電気

設備）工事 

契約金額「 201,190,000円」を

「 204,088,500円」に改める。 
令和５年２月２日 

 

 



 

報告第 24 号 

専決処分の報告について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180条第１項の規定により次のとおり専決処分したから、

同条第２項の規定により報告する。 

令和５年２月21日提出 

 盛岡市長 谷 藤 裕 明 

 

専決処分書 

下記工事の一部設計変更に伴う契約の変更について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180

条第１項及び盛岡市長専決条例（昭和23年条例第42号）第２条第８号の規定により、専決処分する。 

工   事   件   名 変  更  内  容 専決処分年月日 

盛岡市立北陵中学校校舎大規模改修（機械

設備）工事 

契約金額「 204,160,000円」を

「 206,873,700円」に改める。 
令和５年２月２日 

 

 



議案第 29 号 

   臨時専決処理につき承認を求めることについて 

 教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教育委員会規則第２号）第４条第１項の

規定により次のとおり臨時専決処理したから、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和５年３月29日提出 

盛岡市教育委員会教育長 多 田 英 史     

 

臨時専決処理書 

教育予算その他議会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し出ることについて、教育委

員会の会議を招集する暇がないと認めたので、教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49

年教育委員会規則第２号）第４条第１項の規定により、次のとおり臨時専決処理する。 

  令和５年３月６日 

盛岡市教育委員会教育長 多 田 英 史     

 

   市議会の議決を経るべき議案に係る市長への意見の申出について  

令和５年３月盛岡市議会定例会に市長が提案する次の議案について、同意するものとする。 

 

１ 令和４年度盛岡市一般会計補正予算（第９号）（教育費分） 

２ 令和４年度盛岡市土地取得事業費特別会計補正予算（第１号）（教育委員会分） 

臨時専決処理の理由 

令和５年３月盛岡市議会定例会に教育委員会に関する議案を市長が提案するに当たり、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第29条の規定により、教育委員会と

しての意見を市長に申し出ようとするものである。 



　　　　

《歳入》 【千円】

内　　容　

①感染症発生動向調査事業費負担金（民生費国庫）（学務教職員課） △ 8,705
②感染症発生動向調査事業費負担金（教育費国庫）（学務教職員課） 8,705
③学校施設環境改善交付金（総務課） 154,960
④学校施設環境改善交付金（学務教職員課） 122,849
⑤公立学校情報機器整備費補助金（学校教育課） 6,952
⑥新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（学務教職員課） 3,413
⑦新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（学校教育課） 5,034
⑧新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（歴史文化課） 13,253
⑨埋蔵文化財調査受託事業収入（歴史文化課） △ 21,417
⑩盛岡地域中学校小型昇降機設置事業債（総務課） △ 13,300
⑪校舎安全対策改修事業債（総務課） △ 82,000
⑫トイレ環境整備事業債（総務課） △ 28,900
⑬図書館大規模改修事業債（市立図書館） △ 7,100
⑭玉山歴史民俗資料館・石川啄木記念館整備事業債（歴史文化課） △ 5,400
⑮仁王小学校校舎長寿命化改修事業債（総務課） △ 45,000
⑯（仮称）盛岡学校給食ｾﾝﾀｰ建設事業債（学務教職員課） △ 115,300
⑰見前小学校校舎長寿命化改修事業債（総務課） △ 89,200
⑱北陵中学校校舎長寿命化改修事業債（総務課） △ 68,400
⑲トイレ改修事業債（総務課） 386,600
　 その他 △ 10,961

１　令和４年度盛岡市一般会計補正予算（第９号）（教育費分）

　現計予算額 補　　正　　額 合　　　　　計

4,565,766 206,083 4,771,849



《歳出》 【千円】

①総務事務（総務課） 6,822

②学校管理事務（小）（総務課） △ 44,814

③校舎等維持補修事業（小）（総務課） 6,589

④仁王小学校校舎長寿命化改修事業（総務課） △ 51,262

⑤青山小学校屋内運動場長寿命化改修事業（総務課） △ 2,960

⑥見前小学校校舎長寿命化改修事業（総務課） △ 106,516

⑦トイレ改修事業（小）（総務課） 315,440

⑧校舎安全対策改修事業（小）（総務課） △ 90,576

⑨トイレ環境整備事業（小）（総務課） △ 28,144

⑩学校管理事務（中）（総務課） 13,891

⑪トイレ改修事業（中）（総務課） 237,151

⑫北稜中学校校舎長寿命化改修事業（総務課） △ 83,596

⑬学校施設等整備事業（中）（総務課） △ 26,773

⑭幼稚園管理事務（総務課） △ 3,826

⑮総務事務（学務教職員課） △ 14,223

⑯教育振興事業（小）（学務教職員課） △ 2,905

⑰学校管理事務（中）（学務教職員課） △ 4,993

⑱教育振興事業（中）（学務教職員課） △ 12,570

⑲特別支援教育事業（学校教育課） △ 3,984

⑳義務教育教材教具購入事業（小）（学校教育課） △ 12,315

㉑義務教育教材教具購入事業（中）（学校教育課） 10,693

㉒学校情報化推進事業（学校情報室） △ 9,324

㉓コンピュータ教育設備整備事業（小）（学校情報室） △ 4,044

㉔総務事務（歴史文化課） 8,577

㉕玉山歴史民俗資料館・石川啄木記念館整備事業（歴史文化課） △ 5,541

㉖埋蔵文化財発掘調査受託事業（歴史文化課） △ 21,417

㉗管理運営事業（中央公民館） 4,377

㉘管理運営事業（西部公民館） 4,724

㉙管理運営事業（飯岡地区公民館） △ 3,353

㉚管理運営事業（市立図書館） △ 2,952

㉛図書館大規模改修事業（市立図書館） △ 11,823

㉜管理運営事業（玉山学校給食センター） 6,161

㉝総務事務（市立高等学校教員） △ 6,528

㉞総務事務（市立高等学校事務室） △ 18,365

　 その他 △ 11,950

11,536,398 29,671 11,566,069

内　　容

　現計予算額 補　　正　　額 合　　　　　計



　　　　

《歳入》 【千円】

内　　容　

①土地開発基金収入（生涯学習課） 102

《歳出》 【千円】

①基金管理事務（生涯学習課） 103

２　令和４年度盛岡市土地取得事業費特別会計補正予算（第１号）

　現計予算額 補　　正　　額 合　　　　　計

0 102 102

0 103 103

内　　容

　現計予算額 補　　正　　額 合　　　　　計



議案第 30 号 

   臨時専決処理につき承認を求めることについて 

 教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教育委員会規則第２号）第４条第１項の

規定により次のとおり臨時専決処理したから、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和５年３月29日提出 

盛岡市教育委員会教育長 多 田 英 史     

 

臨時専決処理書 

教育予算その他議会の議決を経るべき議案について市長に意見を申し出ることについて、教育委

員会の会議を招集する暇がないと認めたので、教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49

年教育委員会規則第２号）第４条第１項の規定により、次のとおり臨時専決処理する。 

  令和５年３月23日 

盛岡市教育委員会教育長 多 田 英 史     

 

   市議会の議決を経るべき議案に係る市長への意見の申出について  

令和５年３月盛岡市議会定例会に市長が提案する次の議案について、同意するものとする。 

 

令和５年度盛岡市一般会計補正予算（第１号）（教育費分） 

臨時専決処理の理由 

令和５年３月盛岡市議会定例会に教育委員会に関する議案を市長が提案するに当たり、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第29条の規定により、教育委員会と

しての意見を市長に申し出ようとするものである。 



　　　　

《歳入》 【千円】

内　　容　

①新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　学務教職員課 74,393

《歳出》 【千円】

①学校給食食材費補助金（小）　学務教職員課 51,169

②学校給食食材費補助金（中）　学務教職員課 23,224

１　令和５年度盛岡市一般会計補正予算（第１号）（教育費分）

　現計予算額 補　　正　　額 合　　　　　計

4,069,089 74,393 4,143,482

11,344,742 74,393 11,419,135

内　　容

　現計予算額 補　　正　　額 合　　　　　計



議案第 31 号 

盛岡市学校給食センター管理運営規則等の一部を改正する規則について 

 盛岡市学校給食センター管理運営規則等の一部を次のとおり改正するものとする。 

令和５年３月29日提出 

盛岡市教育委員会教育長 多 田 英 史     

 

盛岡市学校給食センター管理運営規則等の一部を改正する規則 

 （盛岡市学校給食センター管理運営規則の一部改正） 

第１条 盛岡市学校給食センター管理運営規則（平成４年教育委員会規則第９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条の表都南学校給食センターの項を削り、同表に次のように加える。 

盛岡市学校給

食センター 

小学校 盛岡市立見前小学校 盛岡市立飯岡小学校 盛岡市立羽場小学校 

盛岡市立永井小学校 盛岡市立手代森小学校 盛岡市立津志田小

学校 盛岡市立見前南小学校 盛岡市立都南東小学校 盛岡市立

向中野小学校 

中学校 盛岡市立河南中学校 盛岡市立仙北中学校 盛岡市立城東中学校 

盛岡市立大宮中学校 盛岡市立見前中学校 盛岡市立飯岡中学校 

盛岡市立乙部中学校 盛岡市立見前南中学校 

（盛岡市教育委員会行政組織規則の一部改正） 

第２条 盛岡市教育委員会行政組織規則（平成４年教育委員会規則第13号）の一部を次のように改

正する。 

第16条第１項第４号中アを削り、イをアとし、同号にイとして「盛岡市学校給食センター」

を加える。 

第30条第１項を削り、第２項を第１項とし、同項中「玉山学校給食センター」を「学校給食

センター」に、「玉山地区の市立の小学校の児童及び中学校の生徒」を「盛岡市学校給食センタ

ー管理運営規則（平成４年教育委員会規則第９号）第２条の表に定める学校の児童及び生徒」に

改める。 

第33条第１項中「都南学校給食センター及び」を削り、「玉山学校給食センター」の次に

「及び盛岡市学校給食センター」を加える。 

別表第２の表に、次のように加える。 

技術職員 栄養士 上司の命を受け、技術に従事する。 

 （盛岡市教育委員会公印規則の一部改正） 

第３条 盛岡市教育委員会公印規則（平成16年教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 



  別表学校以外の教育機関の長の項中 
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改める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

提案理由 

盛岡市学校給食センターが設置されるとともに、盛岡市都南学校給食センターが廃止されること

」 



に伴う必要な規定の整理をしようとするものである。 



議案第 32 号 

盛岡市学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則の一部を改正する規則につ

いて 

盛岡市学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則の一部を次のとおり改正するものとす

る。 

令和５年３月29日提出 

盛岡市教育委員会教育長 多 田 英 史     

 

盛岡市学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則の一部を改正する規則 

盛岡市学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則（平成13年教育委員会規則第９号）の

一部を次のように改正する。 

別表第１号の表中野小学校及び別表第２号の表河南中学校の項中「字堀郷」を削る。 

   附 則 

この規則は、令和５年４月10日から施行する。 

   提案理由 

 字の区域の変更に伴う必要な規定の整理をしようとするものである。 



議案第 33 号 

盛岡市学校給食センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則について 

盛岡市学校給食センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を次のとおり定める

ものとする。 

令和５年３月29日提出 

盛岡市教育委員会教育長 多 田 英 史     

 

盛岡市学校給食センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

盛岡市学校給食センター条例の一部を改正する条例（令和４年条例第32号）の施行期日は、令和

５年４月１日とする。 

提案理由 

盛岡市学校給食センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定めようとするものである。 



議案第 34 号 

第三次盛岡市立高等学校教育改革基本方針について 

第三次盛岡市立高等学校教育改革基本方針を別紙のとおり定めるものとする。 

令和５年３月29日提出 

盛岡市教育委員会教育長 多 田 英 史     

 

提案理由 

少子高齢化やグローバル化、高度情報化等の社会情勢の急激な変化や、盛岡市立高等学校を取り

巻く状況、課題を踏まえて、市民の期待に応え、盛岡市立高等学校の存在意義を更に高め、盛岡の

次代を担う人材を育成するため、第三次教育改革基本方針を策定しようとするものである。 



議案第 35 号 

盛岡市図書館協議会委員の解嘱について 

盛岡市図書館条例（平成８年条例第35号）第４条の規定に基づく盛岡市図書館協議会委員を次の

とおり解嘱するものとする。 

令和５年３月29日提出 

盛岡市教育委員会教育長 多 田 英 史 

 

解嘱（令和５年３月31日付け） 

氏   名 住      所 生 年 月 日 区    分 

菅 井 雅 之   学校教育関係者 

提案理由 

菅井雅之委員から辞任する旨の申出があったことから、これを認め解嘱しようとするものである。 



令和５年４月１日現在（五十音順）

氏　名 推薦団体または所属 役職 区分 備考

1 阿
あ

　部
べ

　圭
けい

　次
じ

岩手県高等学校長協会 常任理事 学校教育関係者

2 大
おお

　橋
はし

　清
きよ

　司
し

盛岡市社会教育委員会議 議長 社会教育関係者

3 小野寺
お　　の　でら

　華
か

奈美
な　　み

盛岡市ＰＴＡ連合会 理事 家庭教育関係者

4 加　藤　淳　子
　か　　　　とう　　 　じゅん　 　　こ

都南図書館利用団体協議会 会員 社会教育関係者

5 加
か

　藤
とう

　暢
のぶ

　之
ゆき

盛岡市小学校長会 会員 学校教育関係者

6 櫻
さくら

　　　裕
ひろ

　子
こ

市議会 議員
知識経験を
有する者

7 佐　藤　惠　子
 さ　　 とう　　けい　 　こ

公募
知識経験を
有する者

8 髙
たか

　橋
はし

　美知子
み ち こ 市立図書館利用団体連絡協議

会
会長 社会教育関係者

9 武
たけ

　田
だ

　八千代
や　　ち　　よ

渋民図書館利用団体 社会教育関係者

10 藤　村　由　美
ふじ　　むら　　 ゆ　　　み

公募
知識経験を
有する者

11 麥
むぎ

　倉
く ら

　　　哲
てつ

岩手大学
教育学部特命
教授

知識経験を
有する者

12 村
むら

　田
た

　晃
あき

　子
こ

盛岡市公民館運営審議会 副会長 社会教育関係者

13 吉　植　庄　栄
よし　　うえ　　しょう　えい

盛岡大学
文学部英語文
化学科准教授

知識経験を
有する者

盛岡市図書館協議会委員名簿

任期:令和３年７月１日から令和５年６月30日まで



議案第 36 号 

盛岡市子ども科学館協議会委員の解嘱について  

盛岡市子ども科学館条例（昭和58年条例第13号）第17条の規定に基づく盛岡市子ども科学館協議

会委員を次のとおり解嘱するものとする。 

令和５年３月29日提出 

盛岡市教育委員会教育長 多 田 英 史 

 

解嘱（令和５年３月31日付け） 

氏   名 住      所 生 年 月 日 区    分 

加 藤 泰 郎   学校教育関係者 

提案理由 

加藤泰郎委員から辞任する旨の申出があったことから、これを認め解嘱しようとするものである。 



令和５年４月１日現在（五十音順）

氏　名 推薦団体または所属 役職 区分 備考

1 鎌
カマ

　田
タ

　まき子
コ 盛岡市子ども会育成会連絡協

議会
会長 家庭教育関係者

2 菊
キク

　池
チ

　　　仁
ヒトシ

岩手県工業技術センター 連携推進監
知識経験を
有する者

3 小
コ

　林
バヤシ

　昌
マサ

　美
ミ 盛岡市教育研究会理科部会

（杜陵小学校）
部長 学校教育関係者

4 高
タカ

　木
ギ

　　　晃
コウ

岩手県立博物館 学芸第一課長 社会教育関係者

5 高
タカ

　橋
ハシ

　貞
サダ

　勝
カツ

盛岡市ＰＴＡ連合会 理事 社会教育関係者

6 千
チ

　田
ダ

　英
ヒデ

　樹
キ 盛岡市教育研究会技術家庭科

部会（下小路中学校）
部長 学校教育関係者

7 長　畑　滋　彦
ナガ　　　ハタ　　　　シゲ　　　　ヒコ 盛岡市中学校長会

（玉山中学校長）
学校教育関係者

8 久
ヒサ

　坂
サカ

　哲
テツ

　也
ヤ 岩手大学教育学部

（気象・理科教育）
准教授

知識経験を
有する者

9 藤
フジ

　村
ムラ

　直
ナオ

次
ジ

郎
ロウ

本宮地区町内会連絡協議会 総務部長 社会教育関係者

10 水
ミズ

　野
ノ

　　　匠
タクミ

盛岡商工会議所 事務局長
知識経験を
有する者

11 村
ムラ

　中
ナカ

　ゆり子
コ 盛岡市立幼稚園長会

（米内幼稚園長）
会長 家庭教育関係者

12 山
ヤマ

　口
グチ

　　　明
アキラ 岩手大学理工学部

（物理・材料理工学科）
准教授

知識経験を
有する者

13 吉
ヨシ

　田
ダ

　等
ヒ ト

　明
アキ 岩手大学教育学部

（情報工学・技術教育）
特命教授

知識経験を
有する者

盛岡市子ども科学館協議会委員名簿

任期:令和３年７月１日から令和５年６月30日まで


